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事業導入の経緯

令和元年１０月 幼児教育・保育の無償化がスタート
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・国会において、「幼稚園と類似の機能を有する施設・事業であって認可を受けていないものを給付の

対象とすることを含め、検討を行うこと。」との附帯決議がなされる

令和２年度 文部科学省が調査事業を実施

令和３年度 地域子ども・子育て支援事業の１事業として事業化
・「多様な事業者の参入促進・能力活用事業」のメニューに追加

・地域や保護者にニーズに応えて地域において重要な役割を果たしている多様な集団活動が対象

・市町村の手上げ方式による実施

・幼稚園等の認可を受けない認可外保育施設、各種学校、園舎を持たず野外保育を実施する団体

などを想定し事業化する自治体あり



事業概要（国資料）
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他自治体での対象事例
１ 園舎、園庭が基準を満たさない通園施設
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子どもプランへの位置づけ
・地域子ども・子育て支援事業の１メニューとして、提供区域ごとの量の見込み並びに、

提供体制の確保の内容及びその時期を定める必要あり

・園庭面積や設備が基準を満たさず、認可施設となっていない

・英語教育など、独自の教育方針を持っている施設が多く、１日４時間程度の利用も多い

２ 各種学校
・外国にルーツを持つ子どもが通うインターナショナルスクールなど

・認可施設又は認可外保育施設双方の要件を満たさない

３・自然体験活動を行う団体
・地域の豊かな自然を活かし野外での活動を行う

・特定の園舎や設備を持たないことから、施設としての認可等を受けていない



施設等ごとの主な基準

・下線部は、市町村の判断で緩和可

・国の基準で必須のものを記載。県や市で独自の上乗せを行っています。 4

幼稚園 保育所 認可外保育施設 本事業

設置根拠 都道府県の認可 都道府県、政令市等の認
可

都道府県、政令市等への
届出

市町村の決定

職員 学級に専任の教諭
１学級３５人以下

０歳児 ３：１
１・２歳児 ６：１
３歳児 ２０：１
４・５歳児３０：１

０歳児 ３：１
１・２歳児 ６：１
３歳児 ２０：１
４・５歳児３０：１

３歳児 ２０：１
４・５歳児３０：１

資格 幼稚園教諭 保育士 保育士、看護師が1/3以上 幼稚園教諭、保育士、看
護師が1/3以上

設備 保育室、遊戯室、運動場、
便所、職員室、保健室 等

乳児室、ほふく室、保育
室又は遊戯室、調理室、
便所、医務室 等

保育室、調理室、便所
等

集団活動室、便所 等

対象児童 ３歳以上 ０～５歳児 保育が必要
な児童

０～５歳児 ３歳以上

開園時間
等

１日４時間が標準
年３９週以上

１日１１時間
日曜日、祝日、年末年始
以外

１日概ね１１時間 １日４～８時間
週５日以上、年３９週以
上

教育・保
育

幼稚園教育要領に基づく教
育課程及び保育内容

保育所保育指針に従う 一人一人の発達を把握し、
保育内容を工夫、保育の
計画を定める 等

一人一人の発達を把握し、
活動内容を工夫、活動方
針に基づいた計画を策定
等

指導監査 都道府県が実施（学校教育
法）

都道府県、政令市等が実
施（児童福祉法）

都道府県、政令市等が実
施（児童福祉法）

市町村が実施（要綱等）


